
令和7年度版

山　　県　　市

市内教育・保育施設
利用のしおり

山県市役所 子育て支援課

〒501-2192 岐阜県山県市高木1000番地1
ＴＥＬ 0581-22-6839
ＦＡＸ 0581-22-2117
E-Mail kosodate@city.gifu-yamagata.lg.jp 

このしおりは、保育園等の届出、生活等を

掲載しております。

大切に保管して活用してください。



1 特定教育・保育施設の役割

2 教育・保育給付認定

3 令和７年度からの市内教育・保育施設の一覧

4 入園可能な児童

5 保育認定による施設の利用可能時間

6 入園等手続き

7 その他保育サービスのご案内

1 保育目標

2 保育園での1日の生活（デイリープログラム）

3 保育内容

4 小学校との連携

5 連絡事項

6 注意事項

※　私立施設の詳細については、各園にお尋ねください。

資料1 【公立保育園における災害時対応について】

資料2 【公立保育園】登園してはいけない病気一覧

目　次

山県市観光親善大使
ナッチョルくん

山県市内教育・保育施設の利用にあたって

山県市立保育園（公立保育園）のご案内

1



　山県市の保育園　注目の取り組み

★ 令和５年４月１日から、保育料（利用者負担額）が無償化！

★ 給食費は無料！

※1 　市外施設については子育て支援課にお尋ねください。

※2 　市独自の無償化として、時間外保育料も一部無償になります（詳しくは９ページ）。

※3 　３歳未満児のお子さんで世帯が非課税である場合は国の無償化の対象です。

　要チェック！　山県市の主な子育て支援　自慢の取り組み

「子育て支援日本一」を目指して！

　山県市では「子育て支援日本一」を目標に、すべての子どもが健やかに育ち、すべて
の保護者が安心して子育てできるよう、特色ある子育て支援行政を推進しています。

市の無償化

満３歳児～５歳児で、学校教育のみを希望する
子ども（保育の必要性なし）

教育認定
1号認定

保育認定
3号認定

市と国の
無償化満3歳児（２歳児クラス）で、保育の必要性の

認定を受けた子ども

市の無償化
※２,３

山県市立保育園
高富保育園
富岡保育園
ねっこ園

満3歳未満の保育の必要性の認定を受けた子ど
も（保育の必要性あり）

国の無償化

令和５年度から、未満児（０～２歳児クラス）のお子さんの保育料が無料になりました！
所得制限等はなく、山県市が教育・保育給付認定をした未満児のお子さんは全員対象です。

３～５歳児で、保育の必要性の認定を受けた子
ども（保育の必要性あり） ※２,３

対象施設　※１対　象　者 給食費

市と国の
無償化

高富保育園

山県市立保育園に在園する、山県市が教育・保育給付認定をした３～５歳児のお子さんの給食費
を無償化しています（令和５年以前から無償）。

認定区分

保育認定
2号認定

保育料

国の無償化

市の無償化
※２,３

山県市立保育園
高富保育園
富岡保育園

第3子以降のお子さんの誕生に際

し、市から赤ちゃんほほえみ応援金

を給付します。

【給付額の例】

第3子 １０万円

第4子 ３０万円

※第５子以降はお尋ねください。

病気またはその回復期にあり、集

団生活が難しい小学校６年生までの

お子さんを、家庭で保育できない時

に、病児保育施設でお預かりします。

【山県市内施設】

病児保育おひさま

運営：山県市社会福祉協議会

【医療費】高校生世代（18歳）ま

では、福祉医療費助成制度により無

料

【給食費】市立小中学校に通う山県

市民の児童生徒の給食費が令和４年

８月から無料になりました。

市立保育園・小中学校では全施設

で自園・自校調理の給食を提供、小

中学校は全校ランチルームが整備さ

れています。

子育て支援センター（高富児童

館）では、親子交流ひろば、利用者

支援事業、ファミサポ事業を実施。

子育て支援課は、こども家庭セン

ターの役目も果たしており、妊娠・

出産・子育てに関わるあらゆる相談

に応じます。

保健師や栄養士、助産師、家庭児

童相談員等が対応します。お気軽に

お声がけください。

市内の保育園・小中学校などで

「フッ化物洗口」を実施しており、

１２歳児一人あたりのむし歯の数は

０．０１本（令和６年度）と全国平

均を大きく下回っています。

「山県市子育て応援アプリ さくらっ

こナビ」をApp Store,Google Playで

配信中です。山県市からのお知らせや

予防接種・健診の予定日をプッシュ通

知で受け取ることができます。ぜひダ

ウンロードしてご活用ください！

母子健康手帳発行時の面談に始まり、産後ケア、助
産師、保健師による電話・訪問。乳幼児健康診査など
を実施します。妊娠期から親子の心と体の健康をサ
ポートします。

伴走型相談支援／3.4か月児健診、10.11か月児健
診、 1歳6か月児健診、 3歳児健診、6,7か月児健康教
室／はみがきけんしん／ 就学時健診、乳幼児相談

市立保育園に保育施設用のICT

ツールを導入しています。QRコー

ドによる登降園の打刻やアプリによ

る「保育園だより」・各種連絡の配

信などを行い、保護者の利便性を向

上させています。

山県市内の保育園・認定こども園では、

療育支援員・作業療法士・保健師による訪問支援を

実施しています。専門職が連携し、通園するすべての

お子さんが園生活を楽しく過ごすことが出来るように

サポートしています。
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　　　令和５年6月改訂版

【保育園・小規模保育施設等の役割】

【認定こども園の役割】

【「どの認定が必要かな？」】
①

② 幼保連携型認定こども園の幼稚園機能部分を利用する場合

山県市内教育・保育施設の利用にあたって

　山県市では、公立保育園（５園）・私立認定こども園（１園）・私立保育園（１園）
・私立小規模保育施設（１園）で、計８園の多様な教育・保育施設が設置されていま
す。
　「子育て支援日本一」を目標に、多種多様な教育・保育の選択肢を設け、子育てをサ
ポートしていきます。

　保育園や小規模保育施設は、お子さんを保護者のみなさんに代わって保育する、児童
福祉法に基づく児童福祉施設です。
　保護者のみなさんの就労や病気等の理由で、日中お子さんを保育することができない
＝施設での保育を必要とする場合に、お子さんをお預かりし保育を行います。
したがって「弟や妹に手がかかるから」「集団生活を経験させたいから」等の理由では
入園出来ません。
　認定こども園の保育園機能部分を利用する際も同様です。

　幼保連携型認定こども園は、認定こども園法に基づく「学校」と「児童福祉施設」に
位置づけられる施設です。上記の保育園の機能と、幼稚園の機能を併せ持つほか、地域
の子育て支援も行います。
　保育園機能部分を利用する際は保育園同様に保育の必要性を認定する必要があります
が、幼稚園機能部分ではその必要はありません。ですので、幼稚園機能部分の利用で
は、保育施設とは異なり、入園を希望する理由が問われることはありません。

　教育・保育施設を利用する場合は、山県市が子ども・子育て支援法に基づいて行う
「教育・保育給付認定」を受ける必要があります。
　利用する施設によって、必要な認定や要件は違っています。

保育園・小規模保育施設・幼保連携型認定こども園の保育園機能部分を利用す
る場合（公立・私立問わず）
　教育・保育給付認定の「保育認定」を受ける必要があります。
　保育認定は施設で保育を受けるための基準で、一定の要件を満たす場合に受
けることが出来ます（詳しくは次ページ）。

　教育・保育給付認定の「教育認定」を受ける必要があります。
　教育認定は、保育認定とは違い、受けるための要件はありません。

２．教育・保育給付認定

１．特定教育・保育施設の役割
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【保育認定（保育の必要性の認定）】

1

2

3

4

5

6

7

8

9

【保育認定の注意事項】

（保育を必要とする事由の一覧表）

保育を必要とする事由

1ヶ月に64時間以上働いている
（家事以外）

妊娠中または、出産後間がない

認定の有効期間

就労する期間

出産予定日の前6週目の日を含む月の初日
～産後8週目の日を含む月の末日まで

疾病、負傷または、心身に障害がある 治療に要する期間

避難が必要な期間

その他市長が保育が必要と認める場合

同居の親族を常時介護または、看護し
ている

介護に要する期間

災害（震災・風水害・火災その他）か
らの復旧にあたっている

災害復旧に要する期間

求職活動を継続的に行っている 90日

②

※１

①

※２

　毎年７月頃に、子ども・子育て支援法に基づき「現況届」の提出をお願いし
ています。全園児に保育の必要性があることを確認するための大切な手続きで
す。生活状況に変更がない場合も必ず提出してください。

　保育園や認定こども園の保育園機能部分に入園できるのは、山県市が、子ども・子育
て支援法に基づく「教育・保育給付認定」の「保育認定（２号または３号）」を行った
児童です。
　保育認定は、児童の保護者が全員以下の表のいずれかの事由に該当し、その児童を家
庭で保育することができないと認められる場合に受けることが出来ます。また、同時に
「保育の必要量」を決定します（保育標準時間と保育短時間。詳しくは８ページ）。
　認定の理由によって、認定の有効期間は決まっています（小学校入学のための卒園を
除く）。

　基準に該当しない場合は入園できません。また、入園後に状況が変わり、基
準に該当しなくなった場合は、退園していただくことになります。

　基準に該当しているか確認するため、必要に応じ、園長が生活状況の聞き取
りを行ったり、子育て支援課が就労先に連絡する等の対応をします。

　保護者が育児休業中である場合、その児童を家庭で保育することができるた
め、原則として入園の対象にはなりません。
　ただし、育児休業を取得した時点で既に在園している児童は、継続して在園
することができます。この場合、復職することが前提となりますので、育児休
業期間と復職予定日を証明した就労証明書の提出が必要となります。

　家庭の状況に変更が生じた場合は、その都度、施設に必ずお知らせくださ
い。最新の状況を証明する家庭状況証明書等の提出が必要になります。
　特に、保育の認定期間及び保育時間に変更が生じる場合には、教育・保育給
付認定の変更が必要になりますので、手続きをお願いします。
　新たな保育認定の手続きが出来ず、それまでの認定の期間が終了してしまう
場合には、上記※１の通り、退園していただくことになります。

※３

就学している、または、職業訓練を受
けている

就学、職業訓練の期間

DV・虐待から避難している
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公立保育園一覧

私立保育施設一覧

施設類型 名　　称 住　　　　所 連　絡　先

連　絡　先

認可保育所
（山県市立）

〒 501-2121
0581-36-3513

富波保育園

〒 501-2102
0581-27-2131

　山県市伊佐美327番地2

梅原保育園
〒 501-2115

0581-22-2500
　山県市梅原1537番地1

050-8881-6556

〒 501-2257
0581-52-2333

　山県市富永460番地3

伊自良保育園

〒 501-2104
　山県市東深瀬26番地4

0581-22-1359富岡保育園

　山県市大門912番地12

0581-52-1114
　山県市岩佐213番地1

名　　　称 住　　　　所

ねっこ園
〒 501-2105
　山県市高木1065番地3

0581-22-1152

施設類型
運営法人

幼保連携型認定こども園
社会福祉法人　同朋会

認可保育所
学校法人　春日学園

小規模保育施設
NPO法人

山県楽しいプロジェクト

高富保育園
〒 501-2105
　山県市高富1048番地

みやま保育園
〒 501-2259

大桜保育園

岐阜市

３．令和７年度 市内教育・保育施設の一覧

関市本巣市

（公）梅原保育園

（公）伊自良保育園

（公）富波保育園
（公）みやま保育園

（公）大桜保育園

（私）小規模保育施設
ねっこ園 （私）幼保連携型認定こども園

高富保育園

（私）保育園
富岡保育園

山県市役所
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① 山県市に住民登録をしている（山県市民である）児童

② 各施設の入園可能な年齢から小学校就学前の児童

③ 「２．教育・保育給付認定」の教育認定または保育認定を受けている児童

（施設類型に応じた認定を受けている必要があります）

≪クラス年齢≫

　各施設ではその年の４月２日時点での年齢を基準としてクラス分けをしています。

　令和７年度入園のお子さんのクラス分けは以下の通りです。

≪入園できる時期≫

※１

０才児

保育認定を受けている期間
（満３歳になった月の月末及び満３歳
になった年度末まで）

生後57日目の日から

生後6ヶ月目の日から

生後10ヶ月目の日から

４才児（年中）

生後10ヶ月目の日から

入園できる時期

３才児（年少）

山県市内の教育・保育施設に入園できるのは、以下の条件を全て満たす児童です。

未
満
児

公立保育園

高富保育園

富岡保育園

ねっこ園　※1

　令和５年４月２日生　　～　令和６年４月１日生

　令和４年４月２日生　　～　令和５年４月１日生

　令和３年４月２日生　～　令和４年４月１日生

　令和２年４月２日生　～　令和３年４月１日生

　平成３１年４月２日生　～　令和２年４月１日生

保育認定を受けている期間
（就学前まで）

２才児

１才児

特色ある保育・教育施設を展開、選択肢を設け子育てのサポートをしていま
す。
ねっこ園は、卒園以降他の施設に転入する際の優先利用の対象となります（加
点あり）。連携施設以外の施設への転入を希望することもできますが、その場
合優先利用の対象にはなりません（加点なし）。
令和７年度中の連携施設は、高富保育園です。

　令和６年４月２日以降生

５才児（年長）

在園できる期間（卒園の時期）施設名称

以
上
児

４．入園可能な児童
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１．保育必要量別の保育時間

２．保育園ごとの開園時間

　施設ごとの基本の開園時間は次の通りです。

公私別

※１

※２

保育標準時間認定

主にフルタイムの就労や長期入院などの理由で認定されます。
就労の場合、月120時間以上の就労時間（実働ではなく、休憩を含め
た拘束時間）がある方が対象になります。

利用可能時間
（原則）

7：30～18：30

※施設・曜日による。詳しくは２へ

認定区分

保育短時間認定

主にパートタイム・アルバイトの就労や、在園児の弟妹のための育児
休業などの理由で認定されます。
就労の場合、月64時間以上の就労時間（実働ではなく、休憩を含め
た拘束時間）がある方が対象になります。

利用可能時間
（原則）

8：30～16：30

※施設・曜日による。詳しくは２へ

施設類型 名称 開園時間

公 認可保育所

梅原保育園

7:30～19:00

大桜保育園 7:30～18:00 ※1,2

伊自良保育園

みやま保育園

富波保育園

私

幼保連携型認定こども園 高富保育園 7:０0～19:00 7:30～18:00 ※２

認可保育所 富岡保育園 7:30～19:00 7:30～1９:00 ※２

小規模保育施設 ねっこ園 7：30～18：30 ※２

　保育認定を受けて保育園・小規模保育施設・幼保連携型認定こども園の保育園機能部
分を利用できる時間は、①保育認定の区分（保育必要量の違い）、②施設ごとの開園時
間によって異なります。
　教育認定によって施設を利用できる時間は、施設にお尋ねください。

　保育認定には、標準時間認定と短時間認定の２つの区分があります。
　各施設の開所時間と保育認定の区分に基づき、利用可能な時間が決まります。

山県市立保育園の土曜保育は大桜保育園での集中実施です。 他の市立保育園に通ってい
る場合も、土曜保育を受けることが出来ます（土曜日のみ大桜保育園に登園）。

土曜保育を希望する場合は、在籍する園にお申し出ください。

５．保育認定による施設の利用可能時間
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３．延長保育　※一部有料

≪実施園≫

　山県市立保育園・高富保育園・富岡保育園

　公立保育園での実施状況は以下の通りです。

４．保育時間・開園時間等のイメージ図

≪平日≫
7:00

≪土曜日≫
7:00

富岡保育園

高富保育園

延長保育保育短時間認定延長保育

18:3016:308:307:30

延長保育

午後6時30分～午後7時までの時間帯の預かりは有料です。
どのクラス年齢のお子さんでも料金が発生しますので、施設が指定する方法で
納付してください。

高富保育園のみ実施します。
この午前7時～午前7時30分の時間帯の預かりは有料です。料金等の詳細は園
にお尋ねください。

時　　間 料　　金

平日

　保護者の就労等のために認定された時間を超えて保育が必要な場合、延長保育を利用
できます。料金については、一部有料です。
　利用する場合は申請が必要ですので、各施設に申し出てください。

ねっこ園では延長保育事業の実施はありません。認定時間以外の時間は利用で
きません。開園時間内であっても、短時間認定の方は午前８時３０分～午後４
時３０分の間の利用になります。

７：３０～８：３０

無料１６：３０～１８：３０

土曜 １６：３０～１８：００

平日　１８：３０～１９：００
月額　３,５００円

臨時利用（１回）　２００円

7:30

延長保育
※２

8:30

保育短時間認定 延長保育

延長保育
※２

延長保育

※１

延長保育

※１

保育標準時間認定

16:30 18:30 19:00

延長保育

　保育時間や開園時間を図に示すと、以下のようになります。あくまでもイメージです
ので、詳細については施設に尋ねてください。

ねっこ園　※延長保育実施なし

18:00

山県市立保育園

※１

※２

　※

保育標準時間認定

ねっこ園　※延長保育実施なし

山県市立保育園

富岡保育園

高富保育園
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【入園の流れ】

※1

※2

※3

　入園のための手続きは教育認定と保育認定で異なっており、公立・私立を問わず、以
下の通りです。
　市への必要書類の提出は原則として利用施設を介して行います。

保護者の方の負担軽減のため、認定申請と利用希望施設の申込は同時に行いま
す。施設へ認定申請書類と利用申込書類を合わせて提出してください。

市で認定をした後、利用調整を行い、双方の結果を同時に通知します。

公立保育園と私立保育園の場合
　→市が認定し、市と契約します。
認定こども園（保育園機能部分）と小規模保育施設の場合
　→市が認定し、施設と契約します。

６．入園等手続き

教育認定（1号認定）

施設に利用申込をする

施設から入園の内定を受ける

市に認定申請をする
（書類は施設に提出する）

市から認定を受ける
（通知等は施設から受取）

施設と利用契約を結ぶ

保育認定（2号/3号認定）

市に認定申請をする
（書類は施設に提出する）※1

市に利用希望施設の申込をする
（書類は施設に提出する）※1

市から認定を受ける

保育の必要性等に応じ市が利用調整
※2

利用契約を結ぶ※2,3

【この施設に通うとき】
・高富保育園（幼稚園機能部分）

【この施設に通うとき】
・山県市立保育園
（梅原・大桜・伊自良・富波・みやま）

・高富保育園（保育所機能部分）
・富岡保育園
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【入園手続きについて】

　期日までに必要書類を揃え、施設へ提出してください。

１． 令和８年４月中入園の場合　※予定

令和７年１０月中

令和７年１１月～令和８年２月（概ね）

令和８年１月下旬（予定）

令和８年３月下旬（予定）

２． 年度途中入園の場合

※定員及び職員配置数による受入限度に達しない場合のみ

注１

注２

注３

　例年、４月中入園は、①前年の１０月　②その年の３月に申請を受け付けて
います。
　令和８年４月中入園の場合は、１回目の申請を令和７年１０月中に受け付け
ます（令和７年４月時点の予定です。今後変更の場合があります）。

（例）令和７年４月１５日の入園を希望する場合
　　　　→令和７年１０月中、もしくは令和８年３月に申込（詳細は以下）
　

申込期間

内定通知の発送

審査期間

入園希望者で、申し込み時点で他市町村に在住している人は、転入を誓約する
旨の申立書及び転入を証明する書類（不動産等契約書、光熱水費等契約書、そ
の他市が指示する書類）の添付が必要です。
ただし、入園前月の15日までに山県市への転入手続きが完了していない場合、
入園が出来ない可能性があります。
転入と同時期の入園をお考えの方は、子育て支援課に問い合わせてください。

　入園を希望する月の前月の１日から15日（休日の場合翌営業日）までに、希
望施設の園長に書類を提出してください。不足書類等があると受付できないこ
とがありますので、可能な限り余裕をもった申請をお願いします。
　書類は各保育園に揃っていますので、園長に入園を希望する旨を申し出て受
け取ってください（子育て支援課でも配布します）。
　月の途中の日からでも入園出来ます。その場合も申込みの時期は同じです。

（例）６月１日からの入園を希望する場合
　　　　→５月１日～１５日までに申込み
　　　７月１０日からの入園を希望する場合
　　　　→６月１日～１５日までに申込み

保育の必要性の高さによって利用調整を行います。定員等の都合上、必ず
希望の保育園を利用できるとは限りませんので注意してください（【利用調
整】を参照）。

教育・保育給付認定の際に、申請者にのみ支給認定証を発行しています。申請
がない場合は教育・保育給付認定通知書のみを発行します。支給認定証は、認
定に変更があった場合には速やかに返還してください。

認定通知等の発送

10



【入園申込書類】

（家庭状況証明書②,③の添付書類の確認表）

添付

2

4

5

6

7

　次の書類を、入園を第一に希望する保育園へ提出してください。様式は山県市ホーム
ページに掲載している他、各施設、子育て支援課でも配布しています。

提 出 書 類 等 注　意　事　項　等

保育所入所申込書（兼　保育児童台帳）

利用希望の施設を第３希望まで記入し、その理由を選択
してください。
「入所児童の世帯員」の欄は、入所児童以外の入所児童
の両親、同居している親族等（同じ建物に住み、生計が
同一）世帯を記入してください。

施設型給付費・地域型保育給付費等
教育・保育給付認定申請書

裏面にも記載欄がありますので注意してください。

入園に関する個人番号等の確認票

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利
用等に関する法律（通称：マイナンバー法）の別表の規
定により、保育所における保育の認定にあたっては、マ
イナンバーを利用することが可能となっております。

家庭状況証明書① 「世帯状況等」の記入漏れがないことを確認してください。

家庭状況証明書（就労用）②
※添付書類が必要な場合があります。
　詳しくは次表の通りです。

就労している両親、同居する６５歳未満の祖父母、その
他親族全員について、１人１枚必要です。
勤務先の担当者等が記入したものでなくてはなりませ
ん。労働者本人が記入したものは、自営業者等を除き原
則認められません。

家庭状況証明書③
※添付書類が必要な場合があります。
　詳しくは次表の通りです。

就労以外の事由（母親の出産、保護者の疾病等）によっ
て保育所の利用を希望する場合に必要です。

マイナンバーカード・マイナンバーが記載
された住民票・通知カード

左記の内のいずれか１点（認定保護者分）を提示してく
ださい。通知カードは、令和2年5月２5日以前に交付さ
れた際の記載内容から現在の状況に変更が無い場合に限
り利用可能です。

本人確認書類 マイナンバーカード・運転免許証・旅券等

保育が必要な事由 保育の必要性を証明する書類

　家庭状況証明書②.③に添付が必要な書類は以下の通りです。状況に応じてその他の書
類の提出をお願いする場合があります。

障がい
(手帳有り)

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手
帳の写し

障がい
(手帳なし)

② 1
就労

（日常の家事以外で、
月64時間以上）

会社等勤務
事業所からの証明を受けた家庭状況証明書②（その
他の添付書類は原則としてなし）

自営
・就労証明書（家庭状況証明書②）に証明したもの
・営業許可証、開業届、確定申告書等の写しのいず
　れか一つ

③

妊娠･出産
母子健康手帳の写し
……氏名と出産日（分娩予定日）が確認できるページ

3 疾病･負傷･障がい

疾病･負傷 医師の診断書

求職活動 求職活動の状況が分かる書類（ハローワークなどの証明書）

就学･職業訓練 在学証明書

医師の診断書

介護･看護
介護が必要であることを証明するもの（診断書、介護保険証の写
し等）

災害復旧 災害の内容がわかる証明書（罹災証明書等）
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【利用調整】

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨ その他、市長が必要と認める場合

注１

注２

【利用内定後の流れ】

① 通知書の発送

② 入園説明

生活保護世帯の児童

　入園希望者が保育園の定員を超える場合は、以下の優先事由を勘案し、保育の必要性
の高い児童から入園を決定します（利用調整）。

ひとり親家庭の児童

保護者が市内の保育施設に保育士として勤務する児童

入園を希望する保育園名は、第3希望まで必ずご記入ください。

生計中心者の失業により、就労の必要性が高い場合

虐待やＤＶの恐れがある場合など社会的養護が必要である場合

保護者が育児休業を終了する際に入園を希望する場合（育児休業明け）

既に在園している兄弟姉妹がいる児童で、同一の園への入園を希望する場合

小規模保育施設の卒園児で、指定の連携施設への転園を希望する場合

第１希望の保育園に入園できない場合は、第2希望、第３希望の保育園へ入園し
ていただくか、入園待ちをいただくこととなります。

　書類審査が済み、認定の内容や入園が決定すると、市が通知書を発行しま
す。
　通知書は子育て支援課から内定した園に渡します。その通知書をもとに施設
が保護者の方に連絡し、入園にあたって園が必要な書類とともに通知書をお渡
しします。
　通知書は大切な物ですので、紛失等のないように保管してください。

　入園にあたり、利用内定した施設ごとに説明を行います。時期や内容は施設
ごとに決定します。詳しくは各施設に問い合わせてください。

「園はどんな雰囲気かな？」
「園ではどんな活動をするのかな？」……
気になることがあるときや、施設を見学したいときは、
各施設に直接お問い合わせください！
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１．一時保育

　山県市立保育園・高富保育園・富岡保育園

≪実施内容≫※公立保育園

1ヶ月につき１４日以内

午前８時30分から午後４時30分

保育に係る利用料のほか、必要に応じて給食代やおやつ代

※

２．広域保育

３．障がいのある児童の保育等

　山県市立保育園・高富保育園・富岡保育園

対象児

≪実施施設≫

期　間

時　間

利用料

0,1,2歳児 3,4,5歳児

1時間につきかかる利用料 ３５０円 ２５０円

　日々の登降園・集団生活が可能な障がいのある児童を受入れ、保育をします。
　保育の実施にあたり、関係機関等との相談のうえ、可能な保育サービス、利用施設等
を決定します。事前に園にご相談ください。

≪実施施設≫

未満児の場合、午前に提供される牛乳は「おやつ」としての取扱い
になります。よって、午後のおやつを喫食しなかった場合もおやつ
代の支払をお願いすることになります。

おやつのみ

２７０円

５０円

　保護者の就労、急病・入院により一時的に保育を必要とする場合や、リフレッシュし
て育児不安の解消や育児負担の軽減を図りたいときなどに、日数・時間帯・提供する給
食やおやつの有無など、それぞれの需要に応じた保育サービスを提供します。
　事前の申込みが必要になります。利用を希望する園にお問い合わせください。なお、
定員の都合上、希望通りの受け入れができない場合があります。

　公立保育園での一時保育については以下の通りです。その他の私立の施設での一時保
育の実施については、各施設にお問い合わせください。

以下の①,②,③のすべてを満たす児童
①山県市に住民登録されている（山県市民である）
②保育園・幼稚園・認定こども園等に通っていない（在籍していない）
③生後１２か月以上～就学前

　広域保育は、児童がその居住市町村外の保育園等に入所することです。児童の弟妹の
妊娠のための里帰り出産や、保護者の勤務地の都合で居住する市町村の保育施設の利用
が困難である等、一定の理由が認められるときに、利用できる場合があります。
　居住する市町村と施設がある市町村との間で協議をし、協議が成立した場合のみ入園
が可能です。希望施設や施設所在地の都合などにより、利用できないことがあります。
　山県市民の方は山県市に認定の申請をしていただくことになります。広域保育のため
の協議には時間がかかりますので、利用をお考えの場合は、早めに子育て支援課にご相
談ください。

食事代
（1日）

給食とおやつ ３２０円

給食のみ

７．その他保育サービスのご案内
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◎
◆

◆

◎
◆

◆ 様々な体験を通して、豊かな感性や表現力を育み、創造性の芽生えを培う。

◎
◆

◆

《３歳未満児》

《３歳以上児》

十分に養護の行き届いた環境の下に、くつろいだ雰囲気の中で子どもの様々な
欲求を満たし、生命の保持及び情緒の安定を図る。

健康、安全など生活に必要な基本的な習慣や態度を養い、心身の健康の基礎を
培う。

生活の中で、言葉への興味や関心を育て、話したり、聞いたり、相手の話を理
解しようとするなど、言葉の豊かさを養う。

人との関わりの中で、人に対する愛情と信頼感、そして人権を大切にする心を
育てるとともに、自主、自立及び協調の態度を養い、道徳性の芽生えを培う。

生命、自然及び社会の事象についての興味や関心を育て、それらに対する豊か
な心情や思考力の芽生えを培う。

「心豊かな　生き生きとした　子ども』

元 気 に 遊 ぶ 子

興 味 を 持 つ 子

思 い や り の あ る 子

注　このプログラムは一例です。一般的な基準を示したものであり、
　　実際の生活では、各保育園ごとに年齢や季節に合わせた保育を行っています。

山県市立保育園（公立保育園）のご案内

１．保育目標

　

7:30 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00

登
　
園

視
診
・
あ
そ
び

お
や
つ

あ
そ
び

給
　
食

午
　
睡

お
や
つ

あ
そ
び

視
診
・
降
園

7:30 8:00 9:00 10:00 16:00 17:00 18:0011:00 12:00 13:00 14:00 19:00

登
　
園

視
診
・
あ
そ
び

活
　
動

給
　
食

活
　
動

お
や
つ

あ
そ
び

視
診
・
降
園

15:00

２．保育園での１日の生活（デイリープログラム）
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＜養護＞

＜教育＞

【　食　育　】

(1) 

(2) 

(3) 

【　給食・おやつ　】

(1) 栄養士による献立で、主食・副食の完全給食を提供しています。

(2) 専任の調理員が施設内で調理した、温かい給食を提供しています。

(3) 

(4) おやつの時間は年齢によって異なります。

３歳未満児：午前10時00分、午後３時00分

３歳以上児：午後３時00分

【　アレルギーへの対応について　】

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

　一人一人の子どもが快適にそして健康で安全に過ごせるようにするための「生命の保
持」、保育士等との信頼関係のもと、子どもが安定感をもって生活し、様々な活動を安
心して経験できるための「情緒の安定」を図るよう保育しています。

心身の健康に関する領域の『健康』、人との関わりに関する領域である『人間関係』、
身近な環境の関わりに関する領域の『環境』、言葉の獲得に関する領域である『言
語』、感性と表現に関する領域の『表現』の５領域が設けられていますが、３歳未満児
は発達が未分化なため、領域を区分しないで保育しています。
　子どもが、遊びに自発的・主体的に関わりながら、発達に応じて様々な経験ができる
ように配慮し、保育士が子どもの気持ちを受け止めて、適切な援助をしながら遊びを通
じて子どもたちの心情・意欲・態度が育つように保育しています。

　食育は「食を営む力」の育成に向け、その基礎を培うことを目標として、次の
　事項を食育の基本として行っています。

　保育園では、子どもたちの安定した生活と充実した活動のために、養護と教育が
一体となった保育をしています。

食事は空腹を満たすだけでなく、人間的な信頼関係の基礎を作る営みであると
捉え、他の園児との関わりを通し豊かな食の体験を積み重ねていきます。

楽しく食べる経験を通して、子どもの食への関心を育み「食を営む力」の基礎
を培っています。

食育の実施にあたっては、家庭や地域社会と連携を図り、保護者の協力のも
と、保育士、調理員、栄養士など全職員がその有する専門性を生かしながら共
に進めていきます。

　国が策定する「アレルギー対応ガイドライン」に基づいて、子どもたちが安全に食事
ができるよう「山県市立保育園食物アレルギー対応マニュアル」を策定し、適切な対応
に努めています。

アレルギー対応は保護者の申出により行います。実施するためには医師の診断
書、指示書が必要です。

集団給食の中での除去食による対応を基本とします。メニューの内容によって
は、お弁当をご持参いただく場合もあります。

毎月の献立は、ICTアプリで配信します。

医師の診断書、指示書は年一回提出していただきます。

除去食を安全に提供できるよう、園長、担任、調理員と相互に十分連携し、協
議しながら行います。

３．保 育 内 容
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【　健康安全の管理　】

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

【　歯を守る　】

　永久歯の生え始める年中児から、フッ化物洗口(ぶくぶくうがい）を実施しています。

災害共済給付制度（独立行政法人 日本スポーツ振興センター）への加入

(1) 

(2) 

午睡（お昼寝）

健 康 診 断

非常災害時の避難訓練

嘱託内科医による健康診断（年に２回）
嘱託歯科医による歯科健康診断（年に２回）
検尿（年に１回）
発育測定（月に１回）
以上の健康診断を各園で実施しています。

非常災害に備え、毎月１回以上避難訓練を行います。

　３歳未満児は、健康保持のため年間を通じて行います。その他の児童は概ね
夏の間行いますが、その期間はそれぞれの保育園で決められます。
　午睡に必要な寝具類は、それぞれ保育園で示すサイズのものを準備してくだ
さい。

　保育園で児童が不測の事故等で負傷した場合等に医療費を給付する制度で
す。入園と同時に全児童が加入することになっています。
　掛金は全額市が負担します。

　養護と教育が一体となった保育の積み重ねは、卒園をもって終了するのでは
ありません。発達の連続性が小学校へ引き継がれてはじめて、子どもの発達が
継続されていくのです。そのため、就学に向けて保育所の子どもと小学校の児
童や職員同士の交流、情報共有や相互理解など小学校との積極的連携を図るよ
う配慮しています。

　子どもに関する情報共有に関して、保育所に入所している子どもの就学に際
し、子どもの育ちを支えるための資料『保育所児童保育要録』を保育所から小
学校へ送付します。
　お子さんの送付内容が知りたい方は、園長までお知らせください。

４．小学校との連携
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(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

保育園の所在地・電話番号・担任保育士等の情報は、家族の全員がわかる
ようにしておいてください。

欠席、あるいは登園が特に遅くなる場合には、必ず電話や園指定の方法等
でお知らせください。

保育中に児童の心身に異常が発生した場合は連絡します。状況に応じてお
迎えにきていただきます。

毎日の緊急連絡先は、明確にしておいてください。

家庭事情の変更は、速やかにお知らせください。
（例）住所、家族構成、職業、勤務先、勤務時間
　　 家庭及び勤務先の電話番号、家族構成　その他

保育料（利用者負担額）は無償ですが、算定は行います。算定のためには各世
帯等における所得情報（市民税額）が必要です。児童の父母等においては、所
得が未申告の状態にならないようにしてください。
※　園の運営には国からの補助を受けており、その申請のため、利用者負担額
の算定が必要となります。実際に保育料の支払をいただくことはありません。

３歳未満児については、ICTアプリにより、毎日情報を共有します。保育園で
あった事柄、家庭での子どもの状態をお互いに入力します。
３歳以上児は、園児の検温、家族の健康チェックの入力をお願いします。

児童に関する連絡は、担任または対応した職員にお話しください。
特に家庭での前日の生活で特別に異常な事柄については、十分に伝えてくださ
い。

保育園からの連絡にはＩＣＴアプリを使用します。『保育園だより』『クラス
だより』等の配信をしますので、必ず全てに目を通し、読み落としのないよう
にしてください。また、返事のいるものには、必ず折り返し返事をしてくださ
い。

保育園を退園する際は、必ず園に申し出て、退園手続きをしてください。

５．連 絡 事 項

17



(1) 

ア．

イ．

(2) 

ア．

イ．

ウ．

エ．

オ．

カ．

キ．

ク．

ケ．

①

②

③

(3) 

　　ア．

　　イ．

　　ウ．

　　エ．

履き物は、履きやすいものを履かせてください。

 服　　装

活動しやすく、脱着しやすい物で、汚しては困る物はさけてください。

登降園の際は、必ず職員に声をかけてください。

登園前に排便の習慣をつけ、朝食を済ませて登園させてください。

「薬の投与依頼書」を提出してください（用紙は各保育園にあります）。

 そ の 他

次の場合は、必ず届け出てください。

おもちゃ・菓子・現金など、保育園で必要のないものは持たせないように
してください。

児童の汚れ物は、毎日お持ち帰りください。

薬を持参するとき。

交通規則は確実に守り、チャイルドシートを必ず着用しましょう。

登降園は、原則として保護者の責任とし、日々の送り迎えをしていただきま
す。土曜保育を利用される場合は、土曜保育の実施園まで送り迎えをお願いし
ます。
また、面識のない方がお迎えの場合は、必ず連絡してください。

 登 降 園

午前９時30分までに登園してください。
登降園の時間に遅れる場合は、連絡をお願いします。

各保育園には、保育サービスの苦情窓口を設置していますので、お気軽にご相
談ください。

低年齢児は、名前の他にマーク（果物、小動物など）やリボンなどの子どもに
わかる“目印”を付けると便利です。

持ち物・衣類・寝具等には、名前を書いてください。なお、消えないように油
性マジックを使用してください。

子ども本人や、家族が伝染病・感染症にかかったとき
（子どもについては、資料２を参照）。
なお、登園する場合は、「罹患報告書」を提出してください。
（用紙は各保育園にあります。山県市ホームページからもダウンロードできま
す。）

24時間以内に38℃以上の熱が出た場合や、又は解熱剤を使用している場合。
３７.5℃を超えた熱があることに加えて、元気がなく機嫌が悪い、食欲がなく
朝食・水分が摂れていないなど全身状態が不良である場合。

暴風・大雨・洪水・大雪などの気象警報発令中、地震情報等は、テレビの
ニュースなどの情報に十分注意してください（資料１参照）。

保育園で借りた衣類は、洗濯してお返しください。

６．注 意 事 項
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保育時間中

午前７時００分までに解除された場合 平常保育

午前７時００分以降に警報が解除されたとき 臨時休園

　保育時間中

保育開始前に地震が
発生した場合は、当
日は臨時休園とす
る。
保育終了後に地震が
発生した場合は、翌
日は臨時休園とす
る。

臨時休園とし、保護者へお迎えを依
頼する。
ただし、児童全員の引き渡しが完了
するまでは、施設内の安全が確保で
きる場所で保育を継続する。
ただし、状況に応じあらかじめ保護
者に伝えてある避難所等へ避難す
る。

警報解除時の対応について

・暴風警報発表
・特別警報（大雨・暴風・暴風
　雪・大雪）発表

警報発表後は臨時休園とし、保護者
へお迎えを依頼する。
ただし、児童全員の引き渡しが完了
するまでは保育を継続する。

臨時休園とする。

山県市に警戒レベル３｛高齢者等
避難）以上発令
※気象庁が発表する警報等の「警
報レベル３相当」は含まない

該当地域に所在する
保育所等は臨時休園
とする。

・避難情報発令後は臨時休園とし、
保護者へお迎えを依頼する。
ただし、児童全員の引き渡しが完了
するまでは保育を継続する。

【公立保育園における災害時対応について】

・保育所等は、保護者が就労などにより家庭で保育できない児童を保育することを目的とする施設
であることから、各種警報の発令により自動的に休園の措置とはならず、原則として開所となりま
す。

・気象状況についてはテレビ、ラジオ等を確認してください。仕事等で保育が必要な場合は、保育
園にご相談ください。

・警報が解除された場合においても道路や橋の破損、家屋や樹木の倒壊等で危険な場合は自宅待
機、あるいは臨時休園の措置をとる場合があります。

基本的な対応方針

保育園の対応

臨時休園の判断基準

地震の場合

風水害の場合

　　開園前

　　開園前

「特別警報」　「暴風警報」の状態

山県市で震度５弱以上の地震発生
を発表したとき

資料１資料１
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発熱・咳・頭痛・味覚・嗅覚障害 2～10日 発症した後５日を経過し、かつ症状が軽快した後１日を経過
するまで

ＣＯＶＩＤ－１９
新型コロナウイルス感染症

侵襲性髄膜炎菌感染症 発熱・嘔吐・頭痛意識障害 4日以内 医師により感染の恐れがないと認められるまで

ウイルス性胃腸炎
ロタウイルス

下痢・嘔吐・軽度の発熱
白ないし淡黄色の便

1～3日 嘔吐・下痢などの症状が治まり、普段の食事がとれるまで

帯状疱疹
身体の片側にある神経に沿って痛みを伴う紅斑、発熱、リ
ンパの腫れ、頭痛

不定 すべての発疹がかさぶたになるまで

突発性発疹 高熱・細かい発疹 9～10日 熱が下がり機嫌がよく、全身状態がよいこと

RSウイルス感染症 鼻水・咳・発熱・風邪症状 4～6日 呼吸症状が消失し、全身状態がよくなるまで

ヒトメタニューモ
ウイルス

鼻水・発熱・咳・痰 4～6日 病状により医師が感染の恐れがないと認めるまで

マイコプラズマ肺炎 全身倦怠感、咳、発熱、頭痛 2～3週 呼吸器症状が消失するまで

腸管出血性大腸菌感染
症（O１５７,０２６，

０１１１等）

腹痛、激しい下痢、体がだるい、吐き気、嘔吐、血便、水
様便、

１０時間～６日 医師により感染のおそれがないと認められるまで

ヘルパンギーナ
発熱、咽頭痛、口蓋垂付近に水疱→潰瘍（アフタ）、咳、
鼻水

３～６日 発熱などの主要症状が消退するまで

ウイルス性胃腸炎
ノロウィルス

下痢、嘔吐、吐き気、腹痛３８℃以下の発熱、筋肉痛
１２時間～
　４８時間

医師により感染のおそれがないと認められるまで

流行性嘔吐下痢症
（感染症胃腸炎）

発熱、嘔吐、下痢 １～数日 主な症状が消滅し、全身状態がよくなるまで

溶連菌感染症
発熱、咽頭痛、扁桃腺炎、苺舌、頸部リンパ節炎、皮膚発
疹

2～5日 発熱などの主要症状が消退するまで

手足口病 感冒様症状、手足口臀部等に赤斑→水疱 3～６日 発疹が消失するまで

急性出血性結膜炎 流涙、結膜充血、眼瞼浮腫、滲出液
2４時間又は
　２～３日

主要症状が消退するまで

伝染性紅斑
（りんご病）

顔面赤斑とくに頬部の赤斑性発疹、（肩・手足にも） ４～14日 発疹が消失するまで

咽喉結膜熱
（プール熱）

発熱、全体症状、咽頭炎と結膜炎の合併症 ２～１４日 主要症状消退した後2日を経過するまで

流行性角結膜炎 軽熱、頭痛、全身倦怠、結膜の炎症、眼瞼浮腫、目やに ２～１４日 主要症状が消退するまで

風疹（３日ばしか） 種々の発疹、軽熱、リンパ腺腫大 １６～１８日 発疹が消失するまで

水　　痘
（みずぼうそう）

軽熱、被覆部に発疹、斑点丘疹状→水疱→顆粒状痂皮 1４～1６日 全ての発疹が痂皮化するまで

麻疹（はしか） 上気道のカタル、発熱、粘膜疹コブリック斑 ８～１２日 解熱した後3日を経過するまで

流行性耳下腺炎
（おたふくかぜ）

発熱、耳下腺、舌下腺、顎下腺の腫脹及び圧痛 １６～１８日
耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発見した後５日を経過
し、かつ全身状態が良好なるまで

インフルエンザ 発熱、全身倦怠、鼻カタル、咽頭痛、咳 1～４日 発症した後5日を経過、かつ解熱した後3日を経過するまで

百　日　咳 発作性咳嗽の長期反復、持続 7～10日
特有の咳が消失するまで又は５日間の適正な抗菌性物質製剤
による治療が終了するまで

【公立保育園】登園してはいけない主な病気一覧表

病　　名 主　な　症　状 潜伏期間 登園停止期間

以下の病気にかかった際は、全ての場合で罹患報告書の提出が必要です。

資料２
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次の場合は、必ず届け出てください。

◎ 前夜に熱が出たり、下痢、その他異常があったとき。
◎ 家族が伝染病にかかったとき。

◎ 子どもが伝染性の病気にかかったとき。

法定伝染病のほかに、

新型コロナウイルス感染症、はしか、流行性感冒(インフルエンザ)、水痘、

おたふく風邪、風疹、結膜炎、ヘルパンギーナ、手足口病 など

にかかったときは、保育園を欠席し、治療に専念してください。
なお、登園する場合は、『罹患報告書』を提出してください。

（用紙は各保育園にあります。山県市ホームページからも

ダウンロードできます。）
薬を持参の場合は、『薬の投与依頼書』を提出してください。
（用紙は各保育園にあります。）


